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一般財団法人日本規格協会 

 

産業標準案作成対象テーマの審議について 

 

 日本産業規格（JIS）の制定、改正又は廃止のための産業標準案（以下、JIS 案という。）

の作成に着手するに当たっては、当会認定産業標準作成機関 JIS案作成規程に基づき、当

該 JIS案作成対象テーマが適切であることについて、主務大臣による事前調査、及び JSA 事

務局による“JIS案の作成開始要件”を満たすことの事前確認を経て、産業標準作成委員会に

お諮りすることとなっております。 

 つきましては、次ページ以降の JIS案作成対象テーマについて、理由（必要性）及び期待

効果、JIS案の作成開始要件への適合状況、作成開始予定などを記載しておりますので、JIS

案の作成に着手してよろしいかご審議をお願いいたします。また、産業標準作成委員会の

下に JIS素案の調査審議及び作成を行うためのWGを設置することについても併せてご審議

をお願いいたします。 

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきます

ようお願いいたします。また、ご承認いただいた JIS 案作成対象テーマは、利害関係者に公

表するために JIS作成予定一覧表として JSA ウェブサイト掲載いたします。 

 



制定／
改正／
廃止

規格番号 JIS素案作成委員会
（WG）JIS案の名称 JIS案の英文名称 改正する理由（必要性） 作成開始

予定
認定
機関

産業標
準作成
委員会

対応する国際規格番号
及び名称規定項目又は改正点

制定・改正
に伴う廃止

JIS
期待効果

選定基準1
（JIS法第2条の産業標準化

の対象）

選定基準2
（JIS法第1条の法律の

目的）

選定基準3
（産業標準化の利

点・欠点）

選定基準4
（国が主体的に取り組
む分野の判断基準）

選定基準5
（市場適合性に関す

る判断基準）

対応する
国際規格
との対応
の程度

改正 X6937 情報技術－事務機器－カラー
インクジェット方式のプリンタ及
び複合機のインクカートリッジ印
刷可能枚数測定方法

一般社団法人ビジネス
機械・情報システム産
業協会のWG

Information technology－
Office equipment－
Method for the
determination of ink
cartridge yield for colour
inkjet printers and multi-
function devices that
contain printer
components

この規格は、カラーインクジェット方式プリンタ用のインクを
収容するカートリッジの印刷可能枚数測定方法について規
定したもので、2008年発効の現行規格は、対応国際規格
のISO/IEC 24711:2006を基に制定されている。当該国際
規格は、その後の業界の動向、最新の技術及び測定方法
の導入、作業の明確化などを目的として2007年、2015年及
び2021年と3度改訂されている。最新の国際規格（ISO/IEC
24711：2021）では、装置初期設定の規定を追加することに
よって、この規格の測定手法による公表値の精度を上げる
よう改訂された。一方、2020年に改正したJIS X 6932（カ
ラー電子写真式プリンタ及びプリンタ複合機のトナーカート
リッジ印刷可能枚数測定方法）とも規定の整合化を図ること
が求められている。このような状況から、電子写真方式及び
インクジェット方式のプリンタのカートリッジ印刷可能枚数測
定方法の整合性を図るとともに国際規格との整合を図るた
め、JISを改正する必要がある。
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ISO/IEC 24711：2021主な改正点は、次のとおり。
a)テストチャートを提供しているサイトは、古
いURLであるため、最新の「https:
//standards.iso.org/iso-iec/24712/ed
-2/en/」に変更する。
b)試験要素及び条件の下準備の初期設定
において、設定条件をより明確とするため、
印刷サイズ規定、両面モードの場合は片面
モードへ変更する規定、などを追加する。
c)カラー機の正式なモノクロモードでの測定
方法として採用するため、JIS X 6931とのイ
ンクジェット性能の対比方法の附属書を参
考から規定へ変更する。

－この規格を改正することによって、適正な
テストチャート及び試験方法を提供するこ
とができるようになる。さらに、国際規格に
整合したJISとすることで国際的に共通な
印刷可能枚数の測定方法及びデータが
普及し、製造者・試験機関及び使用者に
対し利便性の向上及び信頼性の高い公
表値へとつなげることが期待できる。

第2条の該当号：
4（測定方法）

対象事項：
プリンタ・複合機の

インクカートリッジ

法律の目的に適合し
ている。

利点：
ア、イ、ウ、エ、オ、

カ、キ

欠点：
いずれも該当しな

い。

国際標準をJIS化する
もの
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